
 

特定随意契約による役務の調達について 

 

令和３年 ３月２８日                          

公益財団法人愛媛県動物園協会 

 

 

 （公財）愛媛県動物園協会が実施する特定随意契約の内容等を次のとおり公表する。  

 

 

１ 随意契約する内容  

 

  ①調達役務  植栽管理業務委託契約 

   ②役務の内容 駐車場周辺の機械除草、手刈除草、人力除草、施肥、灌水、 

芝生地管理 

  ③実施場所  愛媛県立とべ動物園内および総合運動公園内駐車場周辺 

  ④契約書   下段に添付 

 

  

２ 契約期間  

   契約日から令和４年３月３１日 

 

３ 契約相手方の選定基準  

   高齢者等の雇用の安定等に関する法律により規定されているシルバー人材センタ

ーで、県内に所在する団体であること。 

 

４ 契約相手方の決定  

   予定価格以下で最低の見積をした者を契約相手方とする。  

 

５ 見積書の提出期限及び提出先等  

 

 （１）提出期限  

    令和４年 ４月 ５日   

 （２）提出先  

    公益財団法人愛媛県動物園協会   電話：０８９－９６２－６０００  

 （３）見積方法  

    随意契約する内容ごとに条件や期間等を基にして消費税込みで見積もること。  

 （４）その他  

    記載のない事項は、(公財)愛媛県動物園協会会計規程の規定によるものとし、

不明な点は末尾記載のあて先に問い合わせすること。 

 

 

 〒791-2117 伊予郡砥部町上原町 240 (公財)愛媛県動物園協会  

  ＴＥＬ（089）962-6000  ＦＡＸ（089）962-6194  



契約書 

（１）植栽管理業務委託契約 

管理委託契約書 
 
                                愛媛県立とべ動物園  
１   管 理委 託業務の 名称   動 植管第４ 号  
                                植栽地除草灌水芝生地管理委託業務  
                        自   令 和   年   月   日  
２   委   託   期   間            
                        至   令 和   年   月    日  
３   管  理  業  務  委  託  料    ￥      －  
    （うち取引に係る消費税及び地方 消費税の額￥     －）  
  頭書 業務 の委託に ついて、委 託者  公益財団 法人愛媛 県動物園 協会  理 事長  

佐 伯  要  （以 下「甲」という。）と、受 託者（以 下「乙」という。）とは、次 の

条 項 に よ り 管 理 委 託 契 約 を 締 結 し 、 互 い に 信 義 に 従 っ て 誠 実 に こ れ を 履 行 す る も

の とする。  
 
  （総則）  
第 １条   乙 は、別冊 設計書、図 面及び 仕様書に 基づき頭 書の管理 業務委託 料（以

下「委 託料 」   とい う。）を もって、頭書 の委 託期間（ 以下「委 託期間」とい

う 。）中植 栽地を管 理しなけ ればなら ない。  
２   前 項の 設計書、図面 及び 仕様書に 明記され ていない 仕様があ るときは 、甲 乙

協 議して定 めるもの とする。  
  （権 利義 務の譲渡 等）  
第 ２条   乙 は、この 契約によ って生ず る権利又 は義務を 第三者に 譲渡し又 は承 継

さ せてはな らない。た だし、書面 により甲 の承認を 得たとき はこの限 りでな い 。  
  （再 委託 等の禁止 ）  
第 ３ 条   乙 は 、 委 託 業 務 の 全 部 の 処 理 を 他 に 委 託 し 又 は 請 負 わ せ て は な ら な い 。

た だし、書 面により 、甲の承 諾を得た ときはこ の限りで ない。  
  （監 督員 ）  
第 ４条   甲 は、監督 員を定め たときは 、書 面を もってそ の氏名を 乙に通知 しなけ

れ ばならな い。監督 員を変更 したとき も同様と する。  
２   監 督員 は、この 契約の他 の条項に 定める権 限及びこ の契約に 基づく甲 の権 限

の う ち 甲 が 必 要 と 認 め て 監 督 員 に 委 任 し た も の の ほ か 、 次 に 掲 げ る 権 限 を 有 す

る 。  
  (1) 契約 の履行に ついての 乙又は乙 の現場代 理人に対 する指示 、承諾又 は協 議 。 
  ( 2 )  設 計 図 書 に 基 づ く 委 託 業 務 の 施 行 の た め の 詳 細 図 等 の 作 成 及 び 交 付 又 は

乙 が作成し たこれら の図書の 承諾。  
  (3) 設計 図書に基づく工程の管理、立会、委 託業務の施行の状況の検査又は材

料 の試験若 しくは検 査。  
３   甲 は、２ 名以上 の監督員 を置いて 前項の権 限を分担 させたと き又はこ の契 約

に 基 づ く 甲 の 権 限 の 一 部 を 監 督 員 に 委 任 し た と き は 、 当 該 権 限 の 内 容 を 書 面 を

も って乙に 通知しな ければな らない。権 限の内容 を変更し たときも 同様とす る 。 
４   第 ２項 の規定に 基づく監 督員の指 示又は承 諾は 、原 則として 、書 面を もって

こ れを行わ なければ ならない 。  
  （現場代理人）  



第 ５条   乙 は、現場 代理人を 定め 、書 面をもっ てその氏 名を甲に 通知しな ければ

な らない。 現場代理 人等を変 更したと きも同様 とする。  
  （施 行時 期）  
第 ６条   乙 が行う各 種作業の 実施時期 は、監督 員から特 に指示が ある場合 を除き 、

仕 様書によ るものと する。     
  （委 託業 務関係者 に対する 措置請求 ）  
第 ７条   甲 又は監督 員は、乙 及び現場 代理人が 委託業務 を実施す るために 使用 し

て い る 労 働 者 等 が 、 委 託 業 務 の 実 施 又 は 管 理 に つ き 著 し く 不 適 当 と 認 め ら れ る

と き は 、 乙 に 対 し て 、 そ の 理 由 を 明 示 し た 書 面 を も っ て 、 必 要 な 措 置 を と る べ

き ことを求 めること ができる 。  
２   乙 は、前項 の規 定による 請求があ ったとき は、当該 請求にか かる事項 につい

て の 措 置 を 決 定 し 、 そ の 結 果 を 請 求 を 受 理 し た 日 か ら １ ０ 日 以 内 に 書 面 を も っ

て 甲に通知 しなけれ ばならな い。  
３   乙 は、監督 員が その職務 の執行に つき著し く不適当 と認めら れるとき は、甲

に 対 し て 、 そ の 理 由 を 明 示 し た 書 面 を も っ て 、 必 要 な 措 置 を 取 る べ き こ と を 求

め ることが できる。  
４   甲 は、前項 の規 定による 請求があ ったとき は、当該 請求にか かる事項 につい

て の 措 置 を 決 定 し 、 そ の 結 果 を 請 求 を 受 理 し た 日 か ら １ ０ 日 以 内 に 乙 に 通 知 し

な ければな らない。  
  （業 務内 容の変更 等）  
第 ８条   甲 は、必要 がある場 合には、委託 業務 の内容を 変更し又 は委託業 務を一

時 中 止 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 委 託 料 又 は 委 託 期 間 を 変 更 す る

必 要がある ときは、 甲乙協議 して書面 によりこ れを定め る。  
２   前 項の 場合にお いて 、乙 が損害を 受けたと きは 、甲 はその損 害を賠償 するも

の とし、そ の額は甲 乙協議し て定める 。  
  （損 害の ために必 要となっ た経費の 負担）  
第 ９条   委 託業務の 処理に関 し発生し た損害（ 第三者に 及ぼした 損害を含 む。 ）

の た め に 必 要 と な っ た 経 費 は 、 乙 が 負 担 す る も の と す る 。 た だ し 、 そ の 損 害 が

甲 の 責 に 帰 す べ き 事 由 に よ る 場 合 に お い て は 、 甲 は 、 当 該 損 害 の た め に 必 要 と

な った経費 相当額を 乙に支払 うものと し、その 額は、甲 乙協議し て定める 。  
  （実 績報 告）  
第 10条   乙 は、委託 期間が終 了したと きは 、遅 滞なく甲 に対して 実績報告 書を提

出 しなけれ ばならな い。  
２   甲 は、前項 の実 績報告書 を受理し たときは 、内 容に ついて検 査を行わ なけれ

ば ならない 。  

  （委 託料 の支払）  
第 11条   乙 は、前条 の規定に よる検査 により委 託業務が 適正に執 行された と認 め

ら れたとき は、甲に 対して委 託料の支 払を請求 するもの とする。  
２   甲 は、前項 の請 求があっ たときは 、そ の日 から３０ 日以内に 支払わな ければ

な らない。  
  （支 払月 ）  
第 12条   乙 は、委託 料を４回 に分けて 請求する ことがで きる 。請 求月と金 額は下

記 のとおり とする。  
２   請 求月 は、６月 、９月、 １２月、 ３月とす る。  
３   各 月の 金額は次 のとおり とする。  

６ 月期、９ 月期、１ ２月期は       円、 ３月期は       円  

  （甲の解除権）  



第 13条   甲 は、次の 各号のい ずれかに 該当する ときは、契約 を解 除するこ とがで

き る。  
  (1) 天災 地変その他この契約締結後に生じた事情の変 更により、委託業務の施

行 の必要が なくなっ たとき。  
  (2) 乙が 、この契 約に違反 したとき 。  
  (3) 契約 の履行に つき、乙 に不正の 行為があ ったとき 。  
２   甲 は、前項 の規 定により 契約を解 除したと きは 、委 託業務の 終了部分 を検査

の う え 、 適 正 に 執 行 さ れ た と 認 め る 部 分 に 相 応 す る 委 託 料 を 支 払 わ な け れ ば な

ら ない。  
３   前 項の 場合にお いて 、前 条の規定 による部 分払をし ていると きは 、そ の部分

払 の額を終 了部分に 相応する 委託料か ら控除す る。  
４   第 １項 第２号及 び第３号 の規定に より契約 が解除さ れたとき は、乙は 、委 託

料 の １ ０ 分 の １ に 相 当 す る 額 を 違 約 金 と し て 甲 の 指 定 す る 期 間 内 に 支 払 わ な け

れ ばならな い。  
  （乙の解除権）  
第 14条   乙 は、甲が 契約に違 反し 、そ の違反に より委託 業務を執 行するこ とが不

可 能となっ たときは 、契約を 解除する ことがで きる。  
２   前 項の 規定によ り契約が 解除され た場合は、前条第 ２項及び 第３項の 規定 を

準 用する。  
  （補則）  
第 15条   こ の契約に 定めのな い事項及 びこの契 約に関し 生じた疑 義は、甲 と乙 と

が協議して定めるものとする。        
 
  この 契約 の締結を 証するた め、この 契約書を ２通作成 し、甲乙 両者記名 押印の

う え、各自 その１通 を保有す るものと する。  
平 成   年   月   日  

伊 予郡砥部 町上原町 ２４０番 地  
                    甲   公益財団法人   愛媛県動物園協会  
                           理  事  長   佐  伯   要  
                         
                    乙    
 
 各種数量集計表 
  種別             単位数量   回数    数量    単位 
  除草 機械         ３７，００６   ２  ７４，０１２  ｍ2 
  〃  機械（駐車場斜面）   ３，４５８   ３  １０，３７４  〃 
  〃  手刈り         １，０３８   ２   ２，０７６  〃 
  〃  人力          １，２８５   ３   ３，８５５  〃 
  灌水 下木         １６，８１４  １０ １６８，１４０  〃 
  〃  上木          ２，５１５  １０  ２５，１５０ 本 
  〃  芝生地         １，０７２  １０  １０，７２０  ｍ2 
  芝生地除草 人力       １，０７２   ３   ３，２１６  〃 
  芝生地刈込 機械       １，０７２   ３   ３，２１６  〃 
  芝生地施肥 高度化成     １，０７２   ２   ２，１４４  〃 
  芝生地消毒 スミチオン    １，０７２   ３   ３，２１６  〃 
  施肥 下木     １０，０４４   ２   ２０，０８８  ㎡ 
     上木        ８８１   ２   １，７６２  本 
  


